
  
 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
公
職
の
候
補
者
に
よ
る
日
中
の
戸
別
訪
問
の
解
禁
等 

 

一 

公
職
の
候
補
者
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
当
該
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
小

選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
あ
る
者
以
外
の
も
の
を
除
く
。
）
は
、
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の

間
に
戸
別
訪
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
百
三
十
八
条
関
係
） 

 

二 

選
挙
運
動
の
た
め
の
街
頭
演
説
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
に
つ
い
て
、
一
の
時
間
帯
と
同
様
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
十
四
条
の
六
第
一
項
等
関
係
） 

第
二 

施
行
期
日
等 

 

一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 
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◎
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

（
戸
別
訪
問
） 

第
百
三
十
八
条 

選
挙
に
関
し
、
投
票
を
得
若
し
く
は
得
さ
せ
又
は
得
さ
せ
な
い

目
的
を
も
つ
て
す
る
戸
別
訪
問
は
、
公
職
の
候
補
者
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出

議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
当
該
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
小

選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
あ
る
者
以
外
の
も
の
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
間
に
す
る
ほ
か

は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

い
か
な
る
方
法
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
選
挙
運
動
の
た
め
、
戸
別
に
、

演
説
会
の
開
催
若
し
く
は
演
説
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
告
知
を
す
る
行
為
又

は
特
定
の
候
補
者
の
氏
名
若
し
く
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
を
言

い
歩
く
行
為
は
、
公
職
の
候
補
者
が
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
間
に
す

る
ほ
か
は
、
前
項
に
規
定
す
る
禁
止
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

  

（
連
呼
行
為
の
禁
止
） 

第
百
四
十
条
の
二 

何
人
も
、
選
挙
運
動
の
た
め
、
連
呼
行
為
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
演
説
会
場
及
び
街
頭
演
説
（
演
説
を
含
む
。
）
の
場
所
に

お
い
て
す
る
場
合
並
び
に
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
間
に
限
り
、
次
条

の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
の
上
に

お
い
て
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
戸
別
訪
問
） 

第
百
三
十
八
条 

何
人
も
、
選
挙
に
関
し
、
投
票
を
得
若
し
く
は
得
し
め
又
は
得

し
め
な
い
目
的
を
も
つ
て
戸
別
訪
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

    

２ 

い
か
な
る
方
法
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
選
挙
運
動
の
た
め
、
戸
別
に
、

演
説
会
の
開
催
若
し
く
は
演
説
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
告
知
を
す
る
行
為
又

は
特
定
の
候
補
者
の
氏
名
若
し
く
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
を
言

い
あ
る
く
行
為
は
、
前
項
に
規
定
す
る
禁
止
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な

す
。 

  

（
連
呼
行
為
の
禁
止
） 

第
百
四
十
条
の
二 

何
人
も
、
選
挙
運
動
の
た
め
、
連
呼
行
為
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
演
説
会
場
及
び
街
頭
演
説
（
演
説
を
含
む
。
）
の
場
所
に

お
い
て
す
る
場
合
並
び
に
午
前
八
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
の
間
に
限
り
、
次
条

の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
の
上
に

お
い
て
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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２ 

〔
略
〕 

  

（
夜
間
の
街
頭
演
説
の
禁
止
等
） 

第
百
六
十
四
条
の
六 

何
人
も
、
午
後
七
時
か
ら
翌
日
午
前
七
時
ま
で
の
間
は
、

選
挙
運
動
の
た
め
、
街
頭
演
説
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
政
談
演
説
会
等
の
制
限
） 

第
二
百
一
条
の
十
二 

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
は
、
午
後
七
時
か
ら
翌
日
午
前

七
時
ま
で
の
間
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
街
頭
政
談
演
説
を
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
連
呼
行
為
等
の
禁
止
） 

第
二
百
一
条
の
十
三 

政
党
そ
の
他
の
政
治
活
動
を
行
う
団
体
は
、
各
選
挙
に
つ

き
、
そ
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
そ
の
選
挙
の
当
日
ま
で
の

間
に
限
り
、
政
治
活
動
の
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
連
呼
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ

る
政
談
演
説
会
の
会
場
及
び
街
頭
政
談
演
説
の
場
所
に
お
い
て
す
る
場
合
並

び
に
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
間
に
限
り
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
政

策
の
普
及
宣
伝
及
び
演
説
の
告
知
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
の
上
に
お

い
て
す
る
場
合
並
び
に
第
三
号
の
文
書
図
画
の
頒
布
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の

規
定
に
よ
る
政
談
演
説
会
の
会
場
に
お
い
て
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

２ 

〔
略
〕 

  

（
夜
間
の
街
頭
演
説
の
禁
止
等
） 

第
百
六
十
四
条
の
六 

何
人
も
、
午
後
八
時
か
ら
翌
日
午
前
八
時
ま
で
の
間
は
、

選
挙
運
動
の
た
め
、
街
頭
演
説
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
政
談
演
説
会
等
の
制
限
） 

第
二
百
一
条
の
十
二 

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
は
、
午
後
八
時
か
ら
翌
日
午
前

八
時
ま
で
の
間
は
、
本
章
の
規
定
に
よ
る
街
頭
政
談
演
説
を
開
催
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
連
呼
行
為
等
の
禁
止
） 

第
二
百
一
条
の
十
三 

政
党
そ
の
他
の
政
治
活
動
を
行
う
団
体
は
、
各
選
挙
に
つ

き
、
そ
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
そ
の
選
挙
の
当
日
ま
で
の

間
に
限
り
、
政
治
活
動
の
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
連
呼
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ

る
政
談
演
説
会
の
会
場
及
び
街
頭
政
談
演
説
の
場
所
に
お
い
て
す
る
場
合
並

び
に
午
前
八
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
の
間
に
限
り
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
政

策
の
普
及
宣
伝
及
び
演
説
の
告
知
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
の
上
に
お

い
て
す
る
場
合
並
び
に
第
三
号
の
文
書
図
画
の
頒
布
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の

規
定
に
よ
る
政
談
演
説
会
の
会
場
に
お
い
て
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
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い
。 

 

一 
連
呼
行
為
を
す
る
こ
と
。 

 

二
・
三 
〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

い
。 

 

一 

〔
同
上
〕 

 

二
・
三 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

 


